
​札幌市経済観光局産業振興部​

​「令和８年度札幌市働き方改革・人材確保サポートセンター運営業務」​

​ご質問への回答​

​質　　問​ ​回　　答​

​【質問①】​

​■「提案説明書」Ｐ１​

​５　予算額​

​　59,000千円のうち5,000千円は札幌市賃上げ応援補​

​　助金に係わる業務とのことですが、5,000千円は補​

​　助金としての費用でしょうか。運営費としての費​

​　用でしょうか。​

​運営費としての費用になります。​

​【質問②】​

​■「提案説明書」Ｐ６​

​13(4)イ　企画提案書​

​　企画提案書はA4片面印刷・20ページ以内（企画提​

​　案提出書、表紙、目次は除く）とのことですが、​

​　「裏表紙（ディスクレーマー）」1枚は20ページ以​

​　外としても差し支えないでしょうか。​

​表紙・目次以外については、ページ番号を付してい​

​なくてもページとしてカウントいたします。​

​【質問③】​

​　企画提案書の目次構成に関して、貴担当者および​

​　審査員の方が読みやすい順でご提案したく存じま​

​　す。「提案説明書（企画提案募集要領）の9.企画​

​　提案事項」もしくは「企画提案仕様書の目次」に​

​　記載されている項目順で目次構成を考えておりま​

​　すが、どちらが良いなどご意向があればお伺いさ​

​　せてください。​

​目次構成に関する意向はありません。​

​【質問④】​

​■「企画提案仕様書」Ｐ６​

​　５(2)ウ　出前講座​

​　R7年度実施した出前講座のコンテンツ内容と、受​

​　講ニーズが高い講座はどのような内容なのか教え​

​　てください。​

​ハラスメントやコミュニケーションについてのニー​

​ズが高く、R7年度は、「ハラスメント対策・防​

​止」、「職場内コミュニケーション」、「アンガー​

​マネジメント」、「人材育成」、「職員の定着」、​

​「仕事と育児・介護の両立支援」等について全10回​

​実施しました。​

​【質問⑤】​

​■「企画提案仕様書」Ｐ12​

​　（4）札幌市賃上げ応援補助金（業務改善助成金の​

​　上乗せ補助金）の申請業務を行うスタッフについ​

​　て、札幌市求人情報発信補助金の申請業務を行う​

​　スタッフは、常駐している相談員となっておりま​

​　すが、札幌市賃上げ応援補助金の申請業務を行う​

​　スタッフについても窓口に常駐するイメージで　​

​　しょうか。​

​お見込みのとおりです。​



​【質問⑥】​

​■「企画提案仕様書」Ｐ12　​

​５(4)ウ　申請書の確認・受付及び点検、データ入力​

​等​

​　事業者が提出をした申請書類について、点検完了​

​後に委託元への提出要否ならびに、受託者で保管​

​をする場合に保管期限は事業年度内の認識で差し​

​支えないでしょうか。​

​申請書類については、点検完了後に全て札幌市にご​

​提出をお願いいたします。​

​【質問⑦】​

​■「企画提案仕様書」Ｐ12　​

​５(4)オ　その他​

​　補助金確定通知書の送付方法について、書面の郵​

​　送等の指定はありますでしょうか。​

​郵送にて送付をお願いいたします。​

​【質問⑧】​

​■「企画提案仕様書」Ｐ12　​

​５(5)　広報​

​　５(4)札幌市賃上げ応援補助金（業務改善助成金の​

​　上乗せ補助金）について、業務改善助成金が決定​

​　した企業が対象の助成金になりますでしょうか。​

​　本事業にて補助金の周知をする際は、業務改善助​

​　成金が決定した企業へ向けての周知となりますで​

​　しょうか。​

​お見込みのとおり、補助金の対象は業務改善助成金​

​の交付額の確定を受けた企業になります。​

​補助金の周知については、申請の前提となる国の業​

​務改善助成金の申請・活用も合わせて促していくた​

​め、広く市内中小企業が対象となります。​

​【質問⑨】​

​■「企画提案仕様書」Ｐ17​

​10　その他(1)​

​「５(4)札幌市賃上げ応援補助金」は、国の助成金​

​を活用したものと存じますが、求められる挙証書​

​類は仕様書P17 10その他(2)記載の内容と想定して​

​差し支えないでしょうか。またその保管期限はあ​

​りますでしょうか。​

​挙証書類はお見込みのとおりです。​

​保管期限は、事業終了年度の翌年度の４月１日を起​

​算日とし、５年間となります。​

​【質問⑩】​

​■「企画提案仕様書」Ｐ18​

​11　事業費​

​内訳の提示の仕方について、人件費については分​

​けずに記載をして差し支えないでしょうか。​

​人件費につきましても、５(4)札幌市賃上げ応援補助​

​金とそれ以外の業務で分けて記載をいただくようお​

​願いいたします。​



​【質問⑪】​

​■「企画提案仕様書」Ｐ18​

​11　事業費​

​事業費の精算にあたり、「5(4)札幌市賃上げ応援​

​補助金」に係る業務5,000千円についても、契約書​

​第10条の各月の期間ごとの支払いを請求できるも​

​のとなりますでしょうか。​

​お見込みのとおりです。​


